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専攻医：5月12日から利用開始希望をメールで応募

事務局で必要事項の記入と下記を確認後
専攻医登録用のＵＲＬを送付

専攻医の使用開始条件
・会員：今年度の会費納入済
・非会員：J-OSLER利用料（5万円（3年分））入金

お待たせしました！ J-OSLER呼吸器
2021年5月12日（水）リリース予定

指導医（登録済）：メールにてログイン情報を付与



J-OSLER呼吸器に記録する呼吸器専門研修実績

連動研修中の研修実績のデータ連携・移行

呼吸器専門研修の修了認定

第61回日本呼吸器学会学術講演会
専門医制度統括委員会企画 特別報告
呼吸器専門医に相応しい専門研修を目指して
2021年4月25日（日）

現時点での最新情報ですが、
今後の修正・変更にはご注意ください。



内科専攻医1期生の修了認定・修了見込み状況
2018年研修開始内科専攻医2670人

2021年4月1日現在

修了認定
46%

修了見込
30%

未修了
24%

約76％ 29病歴要約作成

4年型研修
研修中断中（休職等）
研修取りやめ（20名程度）
なども含む



J-OSLER呼吸器に記録する呼吸器専門研修実績

連動研修中の研修実績のデータ連携・移行

呼吸器専門研修の修了認定

第61回日本呼吸器学会学術講演会
専門医制度統括委員会企画 特別報告
呼吸器専門医に相応しい専門研修を目指して
2021年4月25日（日）

現時点での最新情報ですが、
今後の修正・変更にはご注意ください。



専門研修施設群は
内科専門研修プログラム整備基準に準拠した

専門研修プログラムに基づく研修

研修期間は最短で3年間

研修カリキュラム（統一）

専門研修（プログラム）統括責任者
専門研修（プログラム）管理委員会

プログラム修了要件認定

呼吸器専門研修統括責任者
呼吸器専門研修管理委員会
カリキュラム修了要件認定

（基本領域）

内科専門研修施設群

基幹

連携

連携 特別
連携

研修プログラム制

内科専門研修と呼吸器専門研修の比較

（サブスペ領域）

呼吸器専門研修施設群

基幹

連携

連携 関連

研修ハイブリッド制

専門研修プログラム（施設群）は
呼吸器専門研プログラム修整備基準に準拠した
専門研修カリキュラム（統一）に基づく研修

研修期間は最短で3年間

研修カリキュラム（統一）

新呼吸器専門研修プログラム整備基準 2020年12月版専門研修プログラム整備基準【内科領域】

基本領域専門研修を修了した後
3年間で修了すべき要件



呼吸器専門研修プログラム（施設群）

3年以上の呼吸器専門研修：原則として，基幹施設1年以上と連携施設/関連施設1年以上．
いずれかでも合算でも可．関連施設での研修は1年以内．

基幹

連携

関連

基幹施設
（1施設群に1つ）

呼吸器専門研修指導医2名以上が常勤する。
原則，基本領域専門研修プログラムの研修施設。
・呼吸器専門研修管理委員会を設置する。
・プログラム（施設群）内の研修状況を把握する。
・プログラム（施設群）内の専攻医の「カリキュラムの修了判定」を行う。

連携施設
（複数の場合あり）

呼吸器専門研修指導医1名以上が常勤する。
基本領域専門研修プログラムの研修施設であることが望ましい。（必須ではない）
・基幹施設の呼吸器専門研修管理委員会、専門研修統括責任者と十分な連携がと
れている。
・研修委員会を設置して，施設内で研修する専攻医の研修を管理する。

関連施設
（複数の場合あり）

呼吸器専門医もしくは関連分野の専門医・指導医（総合内科専門医、外科専門医、呼
吸器外科専門医、気管支鏡専門医）が常勤し，良質な呼吸器疾患の診療体制がとら
れている。
・専門研修プログラム（施設群）基幹施設との十分な連携下に定期的指導教育体制
がとられている
・特定の施設要件は果たさないが，専門研修基幹施設の呼吸器専門研修管理委員
会と研修委員会とが管理と指導を行う

※いわゆる地域枠採用の義務年限として，僻地医療機関（呼吸器専門医もしくは関連分野の専門医・指導医が不在）に呼吸器
専攻医が勤務している期間に限り，当該医療機関を関連施設として認める．ただし，専門研修プログラム（施設群）基幹施設の
指導医との相談体制など緊密な連携は必須要件である．

新呼吸器専門研修プログラム整備基準 2020年12月版



内科領域サブスペとしての呼吸器専門研修（連動研修）の概念図

内科領域とサブスペシャルティ領域研修の連動研修について（平成28年7月30日公表）
令和元年度第4回医道審議会 医師分科会 医師専門研修部会 資料1-1 内科領域のサブスペシャルティ領域（令和2年3月13日公表）

新呼吸器専門研修プログラム整備基準 2020年12月版

初期研修

内科専門研修

呼吸器専門研修
標準タイプ

連動研修タイプ

3年間で内科専門研修を
修了することが必須条件

修了認定

★
専門医試験

修了認定

★
専門医試験

医師経験
年数

（年次）▲
登録開始

★

呼吸器専門研修
呼吸器
専門研修

修了認定

★
専門医試験

※
★

（最長で2年間まで）

内科専門研修の最長2年間を連動研修（呼吸器専門研修）にあてることができる．

3年以上の呼吸器専門研修：原則として，基幹施設1年以上と連携施設/関連施設1年以上．
いずれかでも合算でも可．関連施設での研修は1年以内．



連動研修としてのデータ移行：（内科）J-OSLERに登録されている情報を移行。
当該症例経験の指導に携わった指導医は、「内科指導医」かつ「呼吸器指導医」
である必要がある。

症 例 病歴要約

専攻医

呼吸器
指導医

症例・病歴要約のデータ連携・移行

取り込み
修正＆
評価依頼

承認

取込後は作成中
の状態になる

患者の施設名、疾患項目、
この症例の指導医などは再選択要

修正＆
評価依頼

承認

取り込み

取込後は作成中
の状態になる

症例データ連携機能で取り込み、
かつコピー先で承認済みになった
症例に紐づく病歴要約のみ

データ連携が可能

確定診断名は再選択要
画像は再アップロード要



内科専門研修手帳 呼吸器専門研修修了要件症例数

データ連携・移行のシステム上の相違

１） カリキュラムで定める疾患項目の相違

２）マスターコードの相違

研修施設名、専攻医名、指導医名など

３）経験症例の研修時期の相違

呼吸器専門研修、基本領域専門研修など



連動研修としてのデータ移行：（内科）J-OSLERに登録されている情報を移行。
当該症例経験の指導に携わった指導医は、「内科指導医」かつ「呼吸器指導医」
である必要がある。

症 例 病歴要約

専攻医

呼吸器
指導医

取り込み
修正＆
評価依頼

承認

症例・病歴要約のデータ連携・移行

取込後は作成中
の状態になる

患者の施設名、疾患項目、
この症例の指導医などは再選択要



症例取込：症例のデータ連携・移行 ①

サイドメニュー[症例]－[症例取込]をクリックする。



症例取込：症例のデータ連携・移行 ②

プルダウン[学会名]より、
データを引用する元となる学会（内科学会）を選択し、
[次へ]をクリックする。



症例取込：症例のデータ連携・移行 ③

内科版J-OSLERの[ログインコート]、[パスワード]を入力し、
[認証]ボタンをクリックする。



症例取込：症例のデータ連携・移行 ④

引用するデータにチェックし、[確認画面へ進む]をクリックする。



症例取込：症例のデータ連携・移行 ⑤

間違いのないことを確認し、[取込を確定する]ボタンをクリックする。



症例取込 完了



症例取込後：専攻医による修正 ①

サイドメニュー[症例]－[検索・参照・更新]をクリックする。

データ連携後は、
一律「作成中」
状態となります。

作成中

修正ボタンをクリックして
J-OSLER呼吸器において
再評価を依頼します。



症例取込後：専攻医による修正 ②



症例取込後：専攻医による修正 ③

赤枠の項目は再選択して登録する。

経験時期

患者の施設名

領 域



症例取込後：専攻医による修正 ④

所属施設名

この症例の指導医

赤枠の項目は再選択して登録する。

症例登録の内容を確認し、必要に応じて修正をします。

症例登録の内容が呼吸器専門研修に相応しいことを確認し、
[確認画面へ進む]をクリックする。



呼吸器版J-OSLERで再評価依頼完了の確認

依頼済

サイドメニュー[症例]－[検索・参照・更新]をクリックする。



連動研修としてのデータ移行：（内科）J-OSLERに登録されている情報を移行。
当該症例経験の指導に携わった指導医は、「内科指導医」かつ「呼吸器指導医」
である必要がある。

症 例 病歴要約

専攻医

呼吸器
指導医

取り込み
修正＆
評価依頼

承認

症例・病歴要約のデータ連携・移行

取込後は作成中
の状態になる

患者の施設名、疾患項目、
この症例の指導医などは再選択要

修正＆
評価依頼

承認

取り込み

取込後は作成中
の状態になる

症例データ連携機能で取り込み、
かつコピー先で承認済みになった
症例に紐づく病歴要約のみ

データ連携が可能

確定診断名は再選択要
画像は再アップロード要



病歴要約取込：病歴要約のデータ連携・移行 ①

サイドメニュー[病歴要約]－[病歴要約取込]をクリックする。



病歴要約取込：病歴要約のデータ連携・移行 ②

プルダウン[学会名]より、
データを引用する元となる学会（内科学会）を選択し、
[次へ]をクリックする。



病歴要約取込：病歴要約のデータ連携・移行 ③

内科版J-OSLERの[ログインコート]、[パスワード]を入力し、
[認証]ボタンをクリックする。



病歴要約取込：病歴要約のデータ連携・移行 ④

引用するデータにチェックし、[確認画面へ進む]をクリックする。

J-OSLER呼吸器で呼吸器指導医（内科指導医）の承認を受けた
症例経験に紐づいた内科版J-OSLERの病歴要約を取込む



病歴要約取込：病歴要約のデータ連携・移行 ⑤

間違いのないことを確認し、[取込を確定する]ボタンをクリックする。



病歴要約取込 完了



病歴要約取込後：専攻医による修正 ①

サイドメニュー[病歴要約]－[検索・参照・更新]をクリックする。

データ連携後は、
一律「作成中」
状態となります。

個別評価
作成中

修正ボタンをクリックして
J-OSLER呼吸器において
再評価を依頼します。



病歴要約取込後：基本情報などの修正 ②-1



病歴要約取込後：基本情報などの修正 ②-2



病歴要約取込後：基本情報などの修正 ②-3



病歴要約取込後：基本情報などの修正 ②-4



病歴要約取込後：チェックリストでの確認を

チェックリストを用いて病歴要約の内容を確認し、
必要に応じて修正をします。

病歴要約の内容が呼吸器専門研修に相応しいことを確認し、
[確認画面へ進む]をクリックする。



内科専門研修における病歴要約の二次評価概要

2021年3月1日現在二次評価を受けた専攻医1期生 1670名（62.5%）

差戻なし
（1度目の評価で全てAccept）

433/1670名（26%）

二次評価後
Reject病歴数

548/48430病歴（1%）

二次評価後
Rejectを受けた専攻医数

261/1670名（15%）

ただし、そのほとんどは、
29病歴のうち3～6病歴二次評価者の形成的指導により、

改善された病歴要約は7割以上

しかし、内科専門研修の証として相応しくない病歴要約は残った。



病歴要約は入院症例で（原則）
新呼吸器専門研修プログラム整備基準 2020年12月版

※外来症例による病歴要約は推奨していない．

ただし，呼吸器専門研修期間中に呼吸器専門研修に相応しい入院症例としての
診療経験がない場合で，

・ 2～3回の外来診療のみの診療経験の記載内容は病歴要約として認めないこと
・入院症例と同様に，主訴，病歴，身体診察所見，主な検査所見，プロブレムリス

ト，診断過程，治療経過，管理，総合考察などを含めて，診療密度と質を担保で
きるような病歴要約であること

・その内容が担当指導医により呼吸器専門医レベルにあることを承認すること

を満たす場合には，外来症例による病歴要約の提出を3例まで認める
（全て異なる疾患・病態群での提出が必要）．

なお，疑義を生じるような病歴要約は，日本呼吸器学会専門医認定・更新資格審
査委員会による審査で「当該病歴要約の差替え（reject）」や「不合格」の要因と
なることに，特に留意する．



病歴要約取込後：評価依頼

症例登録の内容を確認し、必要に応じて修正をします。

症例登録の内容が十分であることを確認し、
[確認画面へ進む]をクリックする。



J-OSLER呼吸器：病歴要約評価の流れ

呼吸器専門研修に
相応しい症例経験の登録
（内科：3年次終了時には150症例以上）

病歴要約個別評価
（25症例以上）

病歴要約二次評価
（プログラム外）

修了要件の認定

個別評価の承認後に選択した

25症例に対して一次評価
（プログラム内）

担当呼吸器指導医による
形成的評価と承認

新呼吸器専門研修プログラム整備基準（2019年12月26日）

日本呼吸器学会専門医認定・
更新資格審査委員会による
審査

担当呼吸器指導医が確認
呼吸器専門研修管理委員会と
呼吸器専門研修統括責任者が
最終判定

専門研修3年次1月までに

専門研修3年次11月までに

他に、必須技術の必要経験数50症例以上
40

専門研修3年次1月～3月までに



J-OSLER呼吸器に記録する呼吸器専門研修実績

連動研修中の研修実績のデータ連携・移行

呼吸器専門研修の修了認定

第61回日本呼吸器学会学術講演会
専門医制度統括委員会企画 特別報告
呼吸器専門医に相応しい専門研修を目指して
2021年4月25日（日）

現時点での最新情報ですが、
今後の修正・変更にはご注意ください。



下記１）～３）の確認，およびJ-OSLER-呼吸器版に４）～９）のすべてが登録され，かつ担当指

導医が承認していることを呼吸器専門研修管理委員会が確認して修了判定を行う．

１）基本領域の専門医（内科専門医または外科専門医）であること

（ただし，基本領域専門研修の状況により修了見込みとして，基本領域専門医の認定後

に修了とすることができる）

新呼吸器専門研修 修了要件 2017年12月内科系サブスペシャルティ学会整備基準：日本専門医機構承認
新呼吸器専門研修プログラム整備基準 2020年12月版

２）非喫煙者であること（呼吸器専門研修統括責任者が証明すること）

３）呼吸器専門研修期間が3年間以上（基本領域との連動研修期間を含めて）あること

４）内科を基本領域とする専攻医：主担当医，主病名としてのカリキュラム各論に定める全12

疾患・病態群を網羅し計150症例以上（外来症例は75症例まで）の経験．外科を基本領

域とする専攻医：主担当医，主病名としてのカリキュラム各論に定める全10疾患・病態群

を網羅し計100症例以上（外来症例は50症例まで）の経験．添付の別表参照．

５）上記診療経験を基に記載した25編の病歴要約の受理（日本専門医機構呼吸器領域研修

委員会よる査読）

６）所定の必須技術の経験．修了要件（必須技術最小経験数）参照．

７）所定の呼吸器病学関連の論文3編以上および呼吸器関連学会での発表3編以上（筆頭

著者と筆頭演者を1編含むのが望ましい）

８）呼吸器専門研修として定める講習会（臨床呼吸機能講習会は必須）の受講

９）呼吸器専門研修として定めるe-learningコンテンツ（CT1：専門医取得予定者向け）の受講

（推奨）



J-OSLER呼吸器 呼吸器専門研修実績 進捗状況

指導医から承認を受けた症例経験数
病歴要約（個別評価、一次評価、二次評価）

の進捗状況を把握できる



J-OSLER呼吸器 修了認定 依頼①

自動的に表示されます



修了認定 依頼② 学術活動



修了認定 依頼③ あなたは非喫煙者ですか



修了認定 依頼④ 呼吸器専門研修の研修歴



修了認定 依頼⑤ 内科専門研修の修了認定PDF取込⇒ 依頼

（内科）J-OSLERからPDFを入手し
アップロードします。



呼吸器専門研修修了認定と専門医試験まで（概念図）

病歴要約審査

呼吸器専門研修 最終年次

専攻医

基幹施設
呼吸器専門研修
管理委員会

●
修了認定

★
専門医試験

専門医機構
呼吸器領域
研修委員会

申請内容審査

指導医

専門医としての評価など

▲
指導医の承認を得た
25病歴の提出

合格・不合格
評価

▲
申請

2017年12月内科系サブスペシャルティ学会整備基準：日本専門医機構承認
新呼吸器専門研修プログラム整備基準 20２０年12月版

形成的指導
一次評価依頼期間：3年目4月01日～ 3年目11月末日

二次評価依頼期間：3年目5月01日～ 3年目1月末日

修了認定依頼期間：3年目1月01日～ 3年目3月末日

二次評価



J-OSLER呼吸器：WEB研修手帳のメリット

呼吸器専門研修実績・評価の可視化

特定の理由を伴う研修休止

時短勤務・非常勤医

真摯な研修と誠実な形成的指導とで
全人的視野で診療できる呼吸器専門医を

専門研修プログラム（施設群）移動



ご清聴ありがとうございました。

今後も、ともに研鑽してゆきましょう。

よろしくお願い申し上げます。

本日のお話が

ジェネラリストの素養を兼ね備えた

呼吸器専門医の仲間が増えることに

少しでも役立つことがあれば幸いです。


